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アドバンスコース(男性用) 

入会申込書（契約書） 
本書面を十分にお読みください。 

 

 

 

第１条   サービス内容（役務）について 

１ 当会が会員に提供するサービスは，結婚を希望する会員への結婚相手の紹介及び以下に記載

するサービスです。 

① 当会本部への登録 

② 会員のご希望を考慮し，お見合い相手のご紹介 

③ 当会によるお見合いの取次 

④ 当会によるオンラインお見合いまたは対面お見合い(立会いを希望する場合は有料) 

⑤ ご交際・ご成婚に向けた活動のサポート 

その他上記に関連する活動のサポート 

 ２ 上記サービス提供の形態又は方法は以下の通りです。 

                                

 ３ 当会によるサービス提供期間は，契約締結日を含めた当月から月会費の支払いのあった当月

１か月間ごととなります（月謝制）。 

    

第２条   サービス（役務）の対価 

   会員が当会に役務の対価として支払わなければならない金銭の額は以下の通りです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

【入会時費用総額】50,000円 

※各費用の内容は以下のとおりです。 

  ①入会金：入会審査，各種事務手続費用 

  ②登録料：当会本部への登録費用（２年有効） 

  ③月会費：お見合い取次や各種相談など会員として活動するための費用 

       月途中入会における月会費は発生しません。 

費用 金額（税込） 支払時期・方法 

入会金 40,000 円 入会時（現金・振込） 

登録料 10,000 円 ２年有効（本部入金のための預かり金） 

月会費 
10,000 円 

入会月は無料、翌月分を毎月 27 日（現金・振込・口座

振替） 

お見合い料 協会会員:無料 

当無料会員:3,000 円 
お見合い時（現金・振込） 

成婚料 100,000 円 婚約成立時（現金・振込）分割 5 回まで可 
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  ④お見合い料：お見合い設定１回に要する費用 

⑤成婚料：婚約に至った時にお支払いいただく費用 

 

第３条   クーリングオフ 

① 会員は，入会申込書に署名しこれを受領した日から８日間を経過するまでは，書面または

電磁的記録により，入会申込に関する契約をすべて解除（クーリングオフ）することがで

きます。 

② 会員は，当会が①の解除を妨げるために故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたこと

により誤認し，又は当会が脅迫したことにより困惑した場合，入会申込書を受領した日か

ら８日間を経過していても，いつでも書面または電磁的記録により，入会申込に関する契

約をすべて解除（クーリングオフ）することができます。ただし当会があらためて「クー

リングオフができる旨を記載した書面」を発行したときは，会員がこれを受領した日から

８日間を経過するまでとなります。 

③ クーリングオフの効力は，その書面を発信したときから生じます（郵送の場合消印有効）。 

④ ②の解除があった場合において，当会がそのクーリングオフをした会員に対して，そのク

ーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはありません。 

⑤ ②の解除があった場合において，当会が既に一部のサービスを提供していたときにおいて

も，その解除をした会員に対して，当該サービスの対価その他の金銭の支払を請求するこ

とはありません。 

⑥ ①又は②の解除があった場合において，当会がそのクーリングオフをした会員から金銭を

受領しているときは，速やかにそのクーリングオフをした会員に対して，その全額を返還

します。 

 

第４条   中途解約 

※第５条は法律に沿って記載の必要な条項ですが，当会は月謝制（退会時に返金が発生しない

会費制度）を採用しているため，次の１～３の説明を省くことが認められています。 

 

１ 会員は，入会申込書を受領した日から８日間を経過した後（当会が前条①に定める事項につ

いて故意に事実を告げず又は不実の事実を告げたことにより誤認し，又は当会が脅迫したこと

により困惑し，そのために前条に定めるクーリングオフをしなかったときは，当会が前条に定

めるクーリングオフができる旨を記載した書面を受領した日から８日間を経過した後であっ

ても）においては，書面または電磁的記録により，将来に向かって入会に関する契約の解除（中

途解約）を行うことができます。 

 

２ 当会は，前項の規定により入会に関する契約が解除されたときは，その解除をした会員に対し，

以下の各号に定める金額を超える額の金銭の支払を請求することができません。 

ア その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額 

  ・提供されたサービスの対価に相当する額 

  ・２万円又は契約残額の２０％のいずれか低い額 

イ その解除がサービス提供開始前である場合は３万円 
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３ 本条①による中途解約時においては，当会は会員に対し，未提供サービスに相当する前受金

がある場合，当該相当額を返金します。ただし，日割計算は行いません。 

 

第５条    退会事由 

以下の項目に該当すると判断する場合には，当会は本契約を解除し会員は当会から退会とな

ります。 

① 当会のシステム紹介や料金・ペナルティー規定に違反したとき 

② 当会が結婚相手の紹介をするにふさわしくないと判断したとき 

 

第６条    退会時の返金 

会員が前条に定める退会事由に該当し当会を退会となる場合は，当会に対し受領金の返還を

求めることができません。 

 

第７条    退会 

会員は当会に入会後，任意にいつでも自由に退会することができます。ただし月会費１ヵ月

分を解約手数料として申し受けます。（自動振替の場合は退会申出月の２７日に最終引落し） 

 

第８条    効力の不可分性 

入会申込書の条項に一部無効な部分があったとしても，当該条項の無効は他の条項の有効性

にその影響を与えることはありません。（理由を付して中途解約条項の説明を省いた場合など） 

 

第９条 保全措置 

当会は，入会金その他の前受金について特段の保全措置を講じる必要がない事業者です。 

（入会時に受け取る合計金額が５万円を超えないため） 

 

第１０条 個人情報の取扱 

当会は，入会申込により入手した会員の個人情報につき，個人情報保護法に基づき，入会審

査及び本サービスの提供の目的に限り利用します。 

 

第１１条 会員の義務 

会員は，別紙会員規約記載の各項目について誠実に遵守することを誓約します。会員が別紙

会員規約に違反したと当会が判断する場合には，会員は同規約記載の違反金を支払うことに同

意します。 

第１３条   反社会的勢力ではないことの確約 

会員は，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条

第二号に規定する反社会的勢力ではないこと。 

 

第１４条   日本仲人協会本部との関係について 

日本仲人協会本部とは，成婚を目指すべくお見合いの組み合わせをするために当会が加盟し
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ているものであり，経営などに関する資本の関係にはありません。従って，この契約に関する

ことは，すべて当会に責任が帰属しますので、連絡は本部宛てではなく、当会宛てとします。 


